
三郷市立小・中学校体育施設の開放に関する使用料条例施行規則 

   

 （趣旨） 

第１条 この規則は、三郷市立小・中学校体育施設の開放に関する使用料

条例（平成１６年条例第１３号。以下「条例」という。）の施行につい

て必要な事項を定めるものとする。 

 （使用料の納入期限） 

第２条 条例第３条に規定する使用料は、三郷市教育委員会（以下「教育

委員会」という。）が定める期限までに納入しなければならない。 

（使用料の減免） 

第３条  条例第４条の規定による使用料の減免は、 同条第１号に該当す

る場合は、使用料を免除し、同条第２号に該当する場合は、使用料の半

額を減額する。 

 （使用料の還付請求） 

第４条 条例第５条ただし書の規定により、使用料の還付を受けようとす

る者は、学校体育施設使用料還付請求書(様式)を教育委員会に提出しな

ければならない。 

 （委任） 

第５条  この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。 

  

附  則 

この規則は、平成１６年６月１日から施行する。 

改正する規則は、平成１９年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式 (第４条関係)  

 

学校体育施設使用料還付請求書 

 

年  月  日 

三郷市教育委員会 様 

 

申請者 団体名             

                           氏  名          印 

住  所            

電話番号            

 

 三郷市立小・中学校体育施設の開放に関する使用料条例施行規則第４条

の規定により使用料の還付を受けたいので、下記のとおり請求します。 

 

利 用 施 設 
  

利 用 目 的 

(種 目) 

  
利 用 日 年 月 日 

受 付 年 月 日 年 月  日 受 付 番 号 第   号 

既 納 額 
  

請 求 額 
  

請 求 理 由 
  

振 り 込 み 先 

  

       

 

 


